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A1、A2レベルから自己表現し、対話する授業へ
―複言語主義・民主的シティズンシップ教育と
しての日本語教育―1  

(Der Weg zu einem Unterricht, bei dem die Lernenden  
sich bereits auf dem Niveau von A1 und A2  ausdrücken  
und austauschen können: JaF als plurilinguale  
und demokratische Bürgerschaftserziehung) 

野呂香代子 Noro, Kayoko  
(ベルリン自由大学 Freie Universität Berlin) 

要旨 / Zusammenfassung 

欧州評議会の複言語主義は Council of Europe (2001) が出版され
て以降、日本では細川・西山（2010）で複言語・複文化主義が
紹介されたころから広く知られるようになっていった。複言語
主義は、自分や他者の言語文化を尊重し、多様性を認める寛容
な態度、他者と対話し、民主的プロセスに参加する民主的シティ
ズンシップの促進を目指す言語教育政策の理念である。一方、
ドイツの文脈においては民主的シティズンシップ教育を意味す
る「政治教育」「民主主義教育」において、人権意識を高め、
日常の政治と取り組み、さまざまなレベルにおける政治参加を
促す教育や実践が行われている。いずれも民主主義社会を維持、
強化しようとする動きである。 
本稿では特に A1、A2 レベルからの日本語教育を複言語主義・

民主的シティズンシップ教育の場とするための教室の小さな具
体的な実践について、「自己表現」「対話」をキーワードに紹
介する。 

Der Plurilingualismus des Europarates ist weithin bekannt geworden.  
Plurilingualismus ist ein Konzept der Sprachbildungspolitik, das da-
rauf abzielt, den Respekt für die eigene Sprache und Kultur und die der 
anderen zu fördern, ebenso wie die Toleranz gegenüber der Vielfalt, 
den Dialog der demokratischen Bürgerschaft sowie die Teilnahme am 
demokratischen Prozess. Im deutschen Kontext werden in der „Politi-

______________ 
1  これは、2019 年 3 月 2 日にデュースブルク・エッセン大学で開催された第

25 回ドイツ語圏大学日本語教育研究会シンポジウムにて発表した内容を土
台にしている。その発表は、2018 年 8 月 2 日にベルリン自由大学で開催さ
れた Japanologentagの発表を発展させたものである。注 2を参照。 
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schen Bildung“ und der „Demokratie-Pädagogik“, die die Heranbil-
dung einer demokratischen Bürgerschaft anstreben, eine Bildung und 
Praxis gefördert, die das Bewusstsein für Menschenrechte schärfen, sich 
mit dem politischen Alltag auseinandersetzen und politische Partizipa-
tion auf verschiedenen Ebenen herausbilden. Beide Bemühungen zielen 
darauf ab, die demokratische Gesellschaft zu erhalten und zu stärken. 

Ich werde kleine, konkrete Praxisbeispiele im Klassenzimmer vor-
stellen, um den Unterricht in japanischer Sprache in den Stufen A1 und 
A2 zu einem Ort des Plurilingualismus und der Erziehung zu demo-
kratischer Bürgerschaft zu machen, wobei ich die Schlüsselwörter 
„Selbstausdruck“ und „Dialog“ verwenden werde. 

1 はじめに 

筆者は 2012 年ごろから「生きたコミュニケーションのための
授業」について検討し始めた。社会的存在である学習者が、教
室という一つの社会に参加し、学習者が持つ複数の言語資源の
一つとして日本語を習得する。その日本語は学習者の経験の延
長線上にあり、学習者の生活の中で用いられる生きた言語とな
る。そう考えると、生きた言語を習得する場は、没社会的なも
のであってはならないことになる。人間の持つ情動的なものが
必然的に含まれ、学習者間および教師が互いに信頼し合い、尊
重し合いながら行われる対話が授業で促進されるべきであり、
そのために授業には十分な対話が保証される民主的な場、民主
的な土壌が必要になる。 
このように言語習得を捉えることで、価値としての複言語主

義[Council of Europe 2007: 17–18]に関心を抱き、複言語主義の持つ
価値観を基盤にした日本語教育のあり方を探ってきた2。 

______________ 
2  以下に、筆者が学会等で行った口頭発表のリストを挙げる。 

野呂香代子・三輪聖 2012.「生きたコミュニケーションのための授業とは？」
（Japanologentag、チューリッヒ大学）[in: 野呂・三輪 2015a] 

野呂香代子・三輪聖 2013.「学習者の日常を取り入れた活動とは？」（第
19 回ドイツ語圏大学日本語教育研究会（JaH）シンポジウム、ミュン
ヘン大学）[in: 野呂・三輪 2015b] 

三輪聖・野呂香代子 2013.「何のための日本語教育か？」（第 17回ヨーロッ
パ日本語教師会、マドリッド・コンプルテンセ大学） 

野呂香代子・三輪聖 2015.「複言語・複文化主義に基づく対話に焦点を当てた
日本語教育を考える」（第 19回ヨーロッパ日本語教師会、ボルドーモンテ
ニュー大学） 

名嶋義直・野呂香代子・三輪聖 2015.「これからの日本語教育は何を目指すか」
（日本語教育学会秋季大会、沖縄国際大学）[in: 名嶋義直 （編）2019] 

野呂香代子・三輪聖 2018.「複言語教育としての日本語教育―A1 レベルから
B1レベルまで」（Japanologentag、ベルリン自由大学） 
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欧州評議会の言語教育政策の理念である、複言語主義・言語
の多様性・相互理解・民主的シティズンシップ・社会的結束 [細
川・西山 2010: 3] は、5つの個別の理念ではなく、相互に絡み合っ
たものである。これらは、先の戦争に対する反省から生まれ、民
主的なヨーロッパ社会を築くために立てられた欧州評議会の理念
（民主主義、人権、法の支配）の延長線上にある。ドイツに目を
やると、まさに独裁に対する反省から生まれたドイツ基本法の中
に同様の理念が謳われている。そして、基本法を軸に民主的シ
ティズンシップ教育として現在の「政治教育」や「民主主義教
育」がある。 
本稿では、初めに、筆者のめざす日本語教育について述べる。

次に欧州評議会の民主的シティズンシップ教育、ドイツの民主
的シティズンシップ教育に相当する政治教育、民主主義教育に
ついての概略を述べ、民主的シティズンシップ教育の場として
の日本語教育のあり方を考える。その後に、具体的に A1、A2
レベルの授業で何ができるかを、特に、「対話の促進」と「自
己表現/自己発信」という点から述べていく。 

2 どんな日本語教育を目指すべきなのか：複言語主義の観
点から 

複言語主義が促進されると、言語や文化の多様性が尊ばれ、
人々は寛容的態度で相互理解に努めるようになる。そして、民主
的シティズンシップを身に付けた市民の集合体であるヨーロッパ
に社会的結束がもたらされる。こうした民主的社会を目指す欧州
評議会の言語政策は、現在の移民問題やそれをきっかけにヨー
ロッパに台頭してきた右翼ポピュリズム3、助長される人種差別、
格差社会等々、現実にある諸問題との闘いに資することになる。
つまり、現実問題に対処するためには、戦争の反省の上に成り
立つ理念、価値観を見失わないよう、それらをしっかりと軸に
据え行動しなければならないことを意味する。 
民主的シティズンシップの擁護、育成を促進することが、上

で挙げたような現在の諸問題に取り組む対抗策であることをま
ず押さえた上で、複言語主義、民主的シティズンシップ教育と
しての日本語教育について考えていきたい。 
複言語主義から日本語の位置づけを確認すると、以下のよう

になるだろう。 
______________ 

野呂香代子 2019.「A1、A2 レベルから自己表現し、対話する授業へ―複言語主
義・民主的シティズンシップ教育（政治教育）としての日本語教育」（第 25
回ドイツ語圏日本語教育研究会、デュースブルク・エッセン大学） 

3  右翼ポピュリズムのディスコースに関しては、ヴォダック[2019]を参照。 
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1) 日本語が学習者の持つ複数の言語の一つになる 
2) 日本語で（も）自己表現ができるようになる 
3) 日本語で（も）対話ができるようになる 

本論では、このように日本語を学習者の持つ言語資源の一つ
と位置づけた上で、複言語主義の重要な理念である「民主的シ
ティズンシップ」をドイツの文脈で検討しながら、日本語教育
を捉えてみたい。つまり、日本語「も」使いながら、積極的に
社会に関わり、民主的な社会を共に築いていく言語教育を目指
したいと考える。 

3 民主的シティズンシップ教育とは？ 

3.1 欧州評議会の民主的シティズンシップ教育 

欧州評議会は、第二次世界大戦後の 1949 年にヨーロッパに設
立された超国家機関で、現在の加盟国は 47か国となっている。
「民主主義、人権、法の支配」という理念を掲げ、それらの理
念を擁護、促進するためのさまざまな活動を行っているが、そ
の一環として、20 年以上も民主的シティズンシップ教育/人権
教育（Education for Democratic Citizenship and Human Rights Edu-
cation, EDC/HRE）に取り組んできた。民主的シティズンシップ
教育は、民主主義的権利と責任、さまざまな社会への積極的参
加に、また、人権教育は、人権および基本的な自由に焦点を当
てているが、両者は密接に関連しあうものだとして、民主的シ
ティズンシップ教育と人権教育を併記している[Council of Europe 
2010: 7-8]。本稿では「民主的シティズンシップ教育」という語
で両者を含めることにする。 
ヨーロッパでは、民主主義への幻滅や移民統合の問題、過激

主義の台頭などが問題となっており、それに対抗するため、ま
すます民主的シティズンシップ教育の必要性が高まっている
[Council of Europe 2017]。特に 1997年から欧州評議会の加盟国間
で民主的シティズンシップ教育への取り組みが活発に議論される
ようになり、2010年には、民主的シティズンシップ教育に関する
欧州評議会憲章が発表された。それが民主的シティズンシップ教
育のヨーロッパ共通基準の役割を果たしている[Council of Europe 
2010]。この憲章は、欧州評議会の理念（民主主義、人権、法の
支配）の実践的な取り組みには教育がぜひとも必要だとして、
加盟各国に子どもや若者の教育に力を入れるよう勧めている。
そして、あらゆる人々に民主的シティズンシップ教育の機会を
与えること、また、その学習は生涯にわたるものだとしている。
社会的連帯や異文化間の対話、多様性、平等の尊重を促進するこ
とがその目的で、そのための知識、スキルも必要だが、何より欧
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州評議会の理念を擁護し、促進するために行動がとれる人々を
勇気づけることが必要だとしている。 

3.2 ドイツにおける民主的シティズンシップ教育 

民主的シティズンシップ教育はドイツの文脈では、政治教育
（politische Bildung）および民主主義教育（Demokratiepädagogik / 
Demokratieerziehung）と呼ばれる。両者は、その生まれたきっ
かけや歴史が異なっているが、いずれも民主的シティズンシッ
プを育成することを目指しているものである。したがって、欧
州評議会の EDC とドイツの政治教育、民主主義教育は、行き着
くところ「戦争のない、民主的な社会」を築き、擁護するため
の教育という点で共通しているといえる。 
まずは、「政治教育」の方から概略を述べる4。「政治教育」

の「政治」という語が示すように、ドイツ語の「政治」は、狭義
の、典型的には政治家による、「上の政治」を意味するだけでは
ない。日本語および日本社会においては、「政治」といえば、今
でもそうした狭義の政治を指しがちであるが、ドイツの政治教育
は、市民生活全てが政治であると訴え、市民一人ひとりが民主的
にあらゆるレベルの「政治」に参加することを促している。 
ドイツには国の機関として「連邦政治教育センター（Bundes-

zentrale für politische Bildung: bpb）」があり、現在、ボンとベル
リンに事務所を構える。bpb は、1952 年に、当初は連邦祖国奉仕
センター（Bundeszentrale für Heimatdienst）という名称でボンに
設立された。bpb の政治教育の目的は、さまざまな活動を通し
て市民が批判的に政治や社会の問題に取り組み、積極的に政治
に参加するよう動機づけ、勇気づけることである。ドイツには
その歴史における独裁体制の経験から、特に、民主主義、多元
主義、寛容性といった価値を市民に根付かせる責任が生じてい
るとする5。 
次に、もう一つの流れである「民主主義教育」が生まれてきた

経緯を簡単に述べる6。2005 年にドイツ民主主義教育学会（Deut-
sche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V.）が設立され、青少
年を対象として民主主義能力（Demokratiekompetenz）を育成す
るためのさまざまな活動が学校内外で行われるようになった。
そもそもその学会が作られるきっかけとなったのは、教育学者

______________ 
4  ドイツの政治教育を広く紹介した書籍に、名嶋・神田（編）[2020] がある。 

5  bpb の目的については、bpb のホームページの「目的」“Was ist unser 
Auftrag? “を参照。 

6  ドイツ民主主義教育学会（Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik 
e.V）のホームページの “unser Verein“、柳澤 [2014, 2018: 142] を参照。 
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エーデルシュタインとファウザーにより 2001 年に「民主主義を
学び生きる（Demokratie lernen und leben）」という意見書が連
邦各州教育計画・研究助成委員会（BLK）に出されたこと、そ
れに基づき、2002 年から 2006 年にかけて、BLK プログラム「民
主主義を学び生きる」が多くの学校で実施されたことである。
そうした動きの直接的背景として、エーデルシュタインとファ
ウザーは、1990 年代の初めから旧東ドイツを中心にした右翼的
な暴力の広がり、極右主義・人種差別・外国人嫌悪、また、校
内暴力、政治離れが見られたことを指摘している。 
連邦政治教育センターは子供から成人向けに多くの教材を無料

で提供したり7、セミナーを行ったり、本格的な模擬選挙を行った
りして啓蒙活動を続けている。民主主義教育は青少年を対象に、
年齢層に応じた民主主義教育を行っている。柳澤 [2018: 143–144] 
によると、政治教育は特定の教科内容（特に、政治、社会、歴
史）と関連が強いのに対し、民主主義教育は特定の教科に限定さ
れない、知識だけでなく行動面も重視した社会的学習を目指して
いるとしている。しかし、両者は、民主的シティズンシップの育
成を第一の目標に掲げている点で共通しているので、両者の相違
点を焦点化することは少なくとも本稿では意味をなさない。 
この政治教育や民主主義教育が州、そして地方自治体、学校、

団体等々あらゆるレベルで行われている。筆者は 2017 年から
2018 年にかけてさまざまな政治教育および民主主義教育の現場
を見学したり、関係者にインタビューを行ったりしてきた8。学
校科目としての「政治」、政治教育の実践の場としての「ホー
ムルーム活動」、学校全体として民主主義に取り組む学校の諸
活動、学校の生徒会活動を連邦レベルで支援する団体、地域で
青少年の活動を支援するユースセンター、政治教育、民主主義
教育を促進する地方自治体、そして州立政治教育センターなど
を見てきた。その中で共通していたのは、青少年の人権を真剣
に考え、彼ら/彼女らが自ら実践する活動を支援するキーパーソ
ンとなる大人たちの地道な努力であった。そうした大人たちは、
子どもたちが発言し、対話するよう促していた。対話を通して、
人間としての創造性、想像力、批判力が向上し、子どもたちが
自立して活動する様子を見ることができた。エンパワメントを
得た子どもたちは生き生きとしていた。学校見学をした際、教

______________ 
7  その教材のうちの一つである青少年向けの政治教育の教材 Logbuch “Poli-

tik“（ログブック「政治」）と特に移民の若者向けに書かれた Logbuch 
“Neuland“（ログブック「新しい国」）を日本やドイツ在住の現役および元
日本語教師有志で和訳して、公開している。 https:// logbuch-
japan.jimdofree.com/ （2020年 10月 15日現在） 

8  その一部は、名嶋 [2019]、名嶋・神田 [2020] で紹介されている。 
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師たちの民主主義的土壌を築くための地道な努力を見た一方、
そうした教師の口から、権威的な教師との闘いがつぶやかれた。
民主主義の実践には時間がかかるし、努力を怠ると、権威主義
が勢いをつけてくる、という実態も観察された。連邦政治教育
センターや民主主義教育学会のホームページには、教育の目的
として「民主主義は築くもの」という旨の警告が書かれている。
放っておけば独裁が頭をもたげてくるのである。 

3.3 政治教育、民主主義教育の基礎をなすボイテスルバッハ・
コンセンサス9 

政治教育の基本的な役割を果たしているのが、ボイテルスバッ
ハ・コンセンサスである。1970 年代には専門家の間でも政治教
育に関する目標設定や基本構想においてさまざまな論争があっ
たようであるが、何度も議論を重ねた中で[近藤 2020: 14]、ボイ
テルスバッハという地において 1976 年に政治教育の 3 つの原則
が示された。ボイテスルバッハ・コンセンサスは、民主主義教
育においても重視されている。これは教師や関係者のとるべき
基本的姿勢と言えるものである。 

1) 圧倒の禁止。教育は「教化」であってはならない。 
2) 学問や政治において論争のある問題は論争のあるものと

して授業で扱う。 
3) 個々の生徒の利害関心を重視する。さまざまな政治的な

状況において、生徒が自己の利害関心を分析する能力を身
に付けるように導く。 

この三原則が重視されることで、生徒は自らの環境から政治
を批判的に学び、思考し、行動できるようになっていく。以下
では、この三原則から具体的にどのような授業が日本語教育に
おいて実践できるかを検討していく。 

4 民主的シティズンシップ教育としての日本語教育 

4.1 ボイテスルバッハ・コンセンサスから日本語教育を考える 

ボイテルスバッハ・コンセンサスから日本語教育を考えると、
日本語教育の実践の中で、以下のような原則が導かれるだろう。 

1) 圧倒の禁止 
教育とは、無理に教師の考えを教え込むことではない。この

原則に立つと、教師主導の授業が否定される。一つの答えを教

______________ 
9  Bundeszentrale für politische Bildung [2001] を参照のこと。 
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師が最初から提示するようなことは避けるべきであるし、一方
的に「教える」という姿勢そのものもやめなければならない。
そして、学習者が自分たちで「考え、学ぶ」ことが促進される
ような「対話」中心の授業構成にしなければならない。 

2) 論争のある問題は論争のあるものとして扱う 
これも 1)との関連で、教師が一つの答えだけを提示するので

はなく、学習者の多様な意見や発想を聞くことが重要になって
くる。たとえば、教科書に掲載された日本文化観などについて
も、議論の対象となりうる。教師が知らず知らずに当然視して
いる教科書の記述やイラスト等に関しても、学習者間で感想を
述べる機会があれば、問題提起がなされるかもしれない。学習
者の抱く違和感や疑問が容易に口にできるよう、民主的土壌を
作っていく教師側の努力が必要であろう。 

3) 個々の生徒の利害関心を重視する 
個々の生徒の持つ経験や知識などを生かし、日本語で自己を

見つめる、表現する、そして、自己発信するという活動を大い
に取り入れるべきであろう。 

4.2 対話の促進 

4.2.1 現状 

ベルリン自由大学日本語講座の概略について述べる。日本語
講座は学士課程から修士課程まであるが、今回は、特に初心者
向けに行われる冬学期の授業、初級（Grundmodul I）（A1 から
A2 レベル）について扱う。使用している教科書は『ジェイ・ブ
リッジ for Beginners Vol.1』（凡人社）である。90 分授業が週に
4 回あり、冬学期は 16 週間続く。一クラス 25 名ほどで 4 クラス
あり、各クラスに教員が 2 名でチームを作り、それぞれ 2 コマ
ずつ担当している。4 回から 5回の授業が 1課分となる。そこに
は、教科書の内容以外に漢字学習や漢字テスト、そして、後ほ
ど 4.3.2で述べる「活動」も含まれる。 
他大学も同様かもしれないが、ベルリン自由大学における日

本学の授業は全てドイツ語で行われ、日本語を聞いたり話した
りする授業は言語センターの日本語講座のみとなっている。以
前、学習者は日本語を話すのが恥ずかしいという状況で、日本
人教師にもドイツ語で尋ねがちであった。筆者はこの状況をど
うしても変えたかった。筆者が日本で受けた語学学習において
もそうであったが、難解なテクストが読めても、日常生活で必
要な会話ができない。話せなければ、他者との対話は望めず、
したがって、議論を通しての思考の交流なども生じえない。そ
うしたことから、自分の気持ちや考えを（ドイツ語や他言語だ
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けではなく）日本語でも発し、他者と対話し、交流し、文化の
異なる他者とも「寛容力」をもって生きていく学生を育てたい
とずっと考えてきたのである。 

4.2.2 現状を変える 

まずは、日本語を話すのが恥ずかしいという状況から、日本
語をぜひ話したいという気持ちに変化させることが重要であっ
た。日本語を話したいという気持ちを授業で生じさせるには、
そこに話しやすい環境を作らなければならない。初級レベルで
必要な文法事項を教え、中級になってから内容に入るのでは、
話すのが苦手だという状況から抜け出せないだろう。A1、A2 と
いう初級のレベルから恥ずかしいという心の壁をなくし、積極
的に日本語が話せるようさまざまな工夫を施す必要がある。しか
し、それだけなら、コミュニカティブ・アプローチに留まること
になる。「話す」ことが重視されるが、コミュニカティブ・アプ
ローチで扱う世界は没社会的である。学習者が中心となり、タ
スクが重視される授業とはいえ、学習者自身の経験知や学習者
が身を置く生活世界は重視されない。学習者が社会的存在とし
て生きた言語を学ぶためには、そこに「対話」という概念がど
うしても必要になってくる。 

4.2.3 「対話」とは何か 

ここでいう「対話」とは何か。民主的シティズンシップ教育
においては、あらゆるレベルでの政治参加が民主的社会を築く
要として促される。そして、政治参加するための議論に不可欠
なのが、多様な文化背景を持つ相手の人格を尊重することであ
る。教師と学習者という非対称的関係には権力関係が生み出さ
れやすく、ボイテルスバッハ・コンセンサスの「圧倒の禁止」
の「教化」に流れやすい。教師と学習者は、それぞれ異なる経
験知を持ち、それぞれの世界で生活する社会的存在である、と
いう捉え方を忘れてはいけない。互いに異なる日常世界に生き
ているため、互いに学び合うことができる、という基本的視点
を持つことで、教師と学習者の関係性は大きく異なってくる。
日本語を教えるのは教師であっても、学習者の持つ経験から教
師が学べることも多いだろう。学習者間も同様に学び合える関
係にある。 
民主的な識字運動を実践し批判的リテラシー研究や批判的教

育学に大きな影響を与えたパウロ・フレイレは、以下のように
「対話」を定義し、教師と学習者の協働関係を示した。 

Aと Bの水平的関係。対話は愛、謙譲、希望、誠実、信頼
によって育まれる。（中略）対話の二つの極が、かくして、
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愛、希望、相互信頼によって結ばれるとき、両者は共同して
批判的探究へと向かうことが可能になる。真の交流をつくり
だすのは、対話だけである。[フレイレ 1982: 99] 

学習者も教師もそれぞれ異なる経験知・生活世界を持った人
間として相手に対する関心を抱くことが相互信頼を生み、民主
的シティズンシップ育成の土壌づくりとなる。 
以下では、こうした考えのもとで実施している、具体的な実

践例をいくつか紹介したい。 

4.3  A1、A2レベルから自己表現し、対話する授業へ 

4.3.1 質問文化 

学習者と教師の水平な関係を築くための一つの方法が「質問
文化」を築くことである。教師は教科書に記載されているよう
な答えのある質問をするだけでなく、教師が答えの知らない、
学習者の、たとえば日常生活についての質問を積極的にするこ
とにより、学習者の個性が現れやすくなる。教室が没社会化し
てしまわないよう、常日頃から社会との接点を見つけるように
する。そのことにより、また、学習者間でも個々人への関心も
高まり、教室が日常世界とつながる。 
たとえば、日本語を習い始めたばかりの 1 課には自己紹介と

家族紹介が出てくるので、まずは、学習者や家族の趣味等を尋
ねることができる。これにより個々の学習者の生活世界を知る
ようになる。学習者には自分の生活を知らせるための、自分に
合った語彙が必要になる。最初から教科書を飛び出した単語が
自分に関わる語として用いられることになる。 

2課で「おはようって英語で何ですか」という練習をする文が
出てくるが、これは学習者の複言語状況を知る良い機会となっ
ている。学習者は自分の知っている言語で「おはようって〇〇
語で～です。」と自信をもって答える。これは自己の言語資源
を新たな言語である日本語で表現することであり、エンパワメ
ントの獲得でもある。また、教師は、次回からその言語や文化
に関わる質問を学習者に行うことができる。 
文法の単なるパターンプラクティスであっても、順番にやっ

ていくのではなく、合間合間に自分の生活世界に入っていける
ように学習者に尋ねる。例えば 4 課の文法練習に文を完成させ
る問題がある。 

1．お酒・キムさん・飲みます 
2．毎朝・山川さん・散歩します 
3．… 
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最初はペアでするのだが、皆で答え合わせをするときに、解
答を言ってもらった後に、「○○さんは？」と学習者に尋ねる。
1 番で「はい」という答えが出ると「何を飲みますか？」と聞
く。「イェーガーマイスター」という答えが返ってきたときに
は、大笑いが起こった。学習者の生活世界に入り込んだ瞬間で
ある。2 番でも「○○さんは？」と尋ねる。「はい」なら、
「どこを？」「一人で？」「ペットと？」等々、尋ねることが
できる。日本語がわからなければ、ドイツ語を使うだろうが、
その時もまた自分に関わる単語の導入チャンスである。できる
だけ多くの場面で学習者の生活世界を知るための質問を行うよ
うにする。 

4.3.2 対話を促進する工夫 

1) ペア作業 
「ペアワーク」という、ペアになって練習するコーナーが教

科書にはあるが、その練習以外の教科書のあらゆる練習（導入
練習、文型練習、読解、聴解）も教師が入らず、最初はペアで
行う。このように常にペア作業をすると、学習者間で話す機会
が非常に多くなる。日本語で話すこと、日本語の課題に取り組
むことにすぐに慣れてくる。また、学習者は互いに疑問点を話
し合って、互いの気づきを促すことができる。ペアで作業する
際の使用言語は学習者に任せる。これも複言語主義の一環であ
る。なお、授業の回を重ねるたびに、ペアが固定化してしまい
やすいので、異なる相手と組む工夫を次の学期ではしなければ
ならないと考えている。誰とでも話せるようになると、クラス
全体でも対話しやすい環境が作られるだろう。 
学習者全員の前で自分に関する一定のテーマで発表し、質疑応

答するというスピーチの機会を初級段階から設けている（4.3.3
を参照）。その際の質問も学習者全員の前ではしづらいだろう
から、まずペアで質問内容を考えてもらう。すると、多くの質
問が出てくるので、発表者の回答の機会も増える。 

2) いわゆる机間指導 
特に新入生の A1、A2 レベルの学生は、まだ互いを知らず、

学習者全員の前で教師に質問するのは難しいという状況がある
と察する。そのため、質問しやすいように学習者がペア作業を
行っているときに教師がぐるぐる学習者間を回る。すると、学習
者は教師が近くを通ったときに質問する。その質問にもできるだ
け教師は質問で返して、自分で解答を得られるように導く。教師
はクラスの質問の傾向を把握し、問題をクラスで共有する。そ
のとき、学習者から出た質問に対する答えも他の学習者に考え
てもらうという機会を作る。 
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3) 活動 
ペア作業の一環として、教科書に関連しているが、教科書を

離れた「活動」という名の作業を行っている。「活動」では、
自分に関わるテーマを扱うことが多い。その際は、互いにそれぞ
れに関する質問をする。たとえば、学習者自身の家族や趣味、旅
行先を知らせる作業では、自分たちの携帯に入っている写真を用
いることで自分の生活世界を提示することになり、相手の生活世
界も知ることで対話が促進される。また、ポスターやチケットな
どの生教材を使った作業もあるが、二人は、協働で問題解決を
図る。 

4) 口頭試験 
日々の「話す」ことへの取り組みが一層活発化すると考え、

5，6 年ほど前から聴解試験をやめて、口頭試験を実施している。
学習者間で口頭試験に向けて練習しやすくなるように、口頭試
験の課題とスケジュール、組む相手を前もって知らせている。 
口頭試験は、通常 3 名で 1 チームとなって 15 分程度の時間を

とる。教師は、日本語のレベルが同じぐらいで、あまり付き合
いがないと思われる人同士を組み合わせる。よく友人同士が隣
の席に着いてペア作業の相手となるので、異なるメンバーと練
習することで、新しい対話が生まれると考えられる。 
口頭試験は、1 人で短いスピーチをするものがあるが、残りの

二人はそれに対する質問を行う。他は、互いに食事などに誘っ
たり、買い物客になったり、絵を見て説明したりするものがあ
る。いずれにせよ、相手の話を聞き、協力し合うような課題に
してある。 

4.3.3 自己表現・自己発信 

発話練習やスピーチ、宿題で出す作文はすべて「自分」に関わ
るもので、タイトルで言えば「私の○○」である。冬学期で行う
教科書の課題を紹介すると、私（自己紹介）（L. 1）、私の家族
（L. 1）、私の毎日の生活（L. 4）、私の周囲の物（L. 6）、私の
友人（L. 7）、私の生い立ち（L. 8）、私の好きなデザイン・色
（L. 9）、私の部屋（L. 10）である。 
自分に関わることを説明することで、自分の関心や感情が日

本語と結びつき、自分の生活世界と新たな日本語の知識が一体
化する。たとえば、「私の生い立ち」では、自分史を見つめな
おす機会となっており、次の学年の「私の故郷」（Vol. 2, L. 4）
や「私の町」（Vol. 2, L. 11）で、自己のアイデンティティと社会
が関わり合うようになっている。 
発表の際に、他の学習者が答えを知らない質問をすることにな

るので、発表者はまた自己発信の機会を得、学習者間の関心も喚
起される。内容的にも個人に関係することを聞かれるので、感情
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も伴いやすく、生きたコミュニケーションとなる。自己表現・
自己発信することで自己肯定と他者に対する関心が生まれるの
である。他者との関わり、他者への関心は、社会参加への第一
歩であり、異質なものを受け入れる寛容性を育む民主的社会の
土台となろう。 

5 まとめ 

欧州評議会の言語教育政策が唱える複言語主義の重要な要素
である民主的シティズンシップ教育、ドイツにおける民主的シ
ティズンシップ教育である政治教育、民主主義教育を概観し、
民主的シティズンシップ教育としての日本語教育のあり方を検
討してきた。 
これまで、政治教育および民主主義教育の基本指針であるボイ

テルスバッハ・コンセンサスを日本語教育という枠組みで捉える
試みを行ってきたが、本稿では特に、A1、A2 レベルの学習者を
中心に日本語教育で何ができるかを見てきた。教師が「日本語教
師が日本語の知識のない初級の学習者に日本語を教える」という
教師と学習者の構図から自身を解放し、両者ともそれぞれ異なる
経験知、日常世界を持った社会的存在として捉えなおすことで、
教室に民主主義的土壌が育つと考えた。 
ボイテルスバッハ・コンセンサスの「圧倒の禁止」からは「対

話」中心の授業にすること、「論争のある問題は論争のあるも
のとして扱う」からは学習者の多様な意見を聞くこと、「個々
の生徒の利害関心の重視」からは、学習者ができるかぎり、自己
表現・自己発信できるような活動を行うことを目指してきた。 
コロナ禍でさまざまな形のオンライン授業が行われるように

なった。家にいながら授業できるのは一面非常に便利かもしれ
ない。また、学長は、困難の中、オンラインにおいて皆の創造
性が発揮された、と教員や職員を労っていた。しかし、オンラ
イン化により民主的シティズンシップ教育から見て、失ったも
のも多いのではないだろうか。対面授業が容易にオンライン授
業に取って代わり得ると考えられるようになった。人間の存在
を示しながら行う三次元空間のコミュニケーション、目と目を
合わせるコミュニケーションがスクリーン上のカメラを通した
コミュニケーションになった。文字学習は対面授業で行いたい
と言語センター側に希望を述べると、文字がパソコン上で書け
るペンタブレットと自分の書いた文字が写せるドキュメントカ
メラがあてがわれた。採点が自動的に行われるコンピューター
のプログラムを使った試験（e-Klausur）がすすめられたが、マ
ルチプルチョイスや穴埋めといった、答えがあらかじめ用意さ
れた客観式テストである。この試験に合格しても対話できる学
生が育つのだろうか。人間の持つ創造性、想像力を掻き立たせ、
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エンパワメントを得るための民主的シティズンシップ教育に求
められる対話を基本とした空間がパソコン上で成立しないわけで
はない。しかし、隣同士で対面で行っていたペアワークと Zoom
等のツールを用いて行うスクリーン上のブレイクセッション10を
同格に語ることができるだろうか。また、批判的に社会を見つ
め、自分たちの社会がより良くなるよう政治参加をするために
は、感情をその場で共有できる実際の人間の集合体が必要なの
ではないだろうか。たとえば Zoom 等を使ったオンライン授業
での集合体がそれに代わって同じ結果をもたらすことができるだ
ろうか。今はまだ漠然としていて、明確に分析しえないが、ソー
シャルディスタンスを求める社会は、民主的シティズンシップ教
育の促進に逆行していると感じる。 
現在、来年度の刊行を目指して民主的シティズンシップ教育の

教材を共著で作成中である。正解のない問いかけを学習者や教師
に行い、それを言語化し対話を進めることを狙ったものである11。 
今後も民主的シティズンシップ教育の考えのもと、つまり、

これらの理念を軸にそこからぶれないようにして、さまざまな
授業の実践を考えていきたい。それには、欧州評議会の民主的
シティズンシップ教育、ドイツの政治教育、民主主義教育にお
ける数多くの実践、プロジェクトが大きなヒントを与えてくれ
ると思う。 
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